
全教職員配布 「特別の教科 道徳」の完全実施に向けた特集（１／５）

「特別の教科 道徳」の実施に向けた地区別研修会を７地区で開催しました。
８月２日の相双地区をはじめに、県内７地区において、小中学校・特別

支援学校の管理職、道徳教育推進教師等（各校１名悉皆）が参加し、「特別
の教科 道徳」の実施に向けた地区別研修会を開催しました。この研修会
は平成３０年度に小学校、平成３１年度に中学校で予定されている道徳科
の完全実施に伴う行政説明及び協議等を目的とするものです。
いずれの地区においても、道徳教育全体計画や年間指導計画の立案、質

の高い多様な指導方法、評価の在り方等について先生方が熱心に説明に聞
き入り、その後の質疑やグループ協議において、自分の学校の現状や課題、
これからのロードマップ等を確かめ合う等、有意義な研修となりました。
今号からは、全５回１週間おきに発刊し、この研修会で説明し、質問の

あった内容について特集し、皆様にお届けします。今後の完全実施、教育
課程編成に向けて参考にしていただければ幸いです。

道徳教育の課題と特別の教科化がめざすものは？

なぜ「特別」なの？教科化の具体的なポイントは？

まずは、３５時間の授業を量的に確保す

ることが大切です。子どもたちが「道徳」

と向き合う時間を確実に確保したいもので

す。

その上で「登場人物の心情を理解させる

だけの型にはまった指導になりがち」等の

課題を受け止め、効果的な指導方法を共有

して質的な転換を図っていきましょう。

「教員免許がなく、担任が担当すること

が望ましいこと」「数値などの評価がなじ

まないこと」等、教科にない側面があるた

め、「特別」なのです。

また、教科化の具体的なポイントとして

①教科書の導入 ②体系的な内容への改善

③質の高い多様な指導方法を工夫

④児童生徒を受け止め、認め、励ます評価

の４つがあります。（この４つのポイント

については、次号以降で詳しく説明してい

きます。）
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道徳教育の目標は？道徳科の目標は？

Ｑ 道徳科の授業を原則的に担任が行うのはなぜですか。担任以外が行ってはいけないのでしょうか。

Ａ 道徳科の授業を原則的に担任が行う理由としては、「学級担任が児童生徒の実態に精通していること、時間
的にもふれあう機会が多く、継続的に道徳性の成長を見ることができること」が挙げられます。しかしながら、
あくまでも「原則」であり、担任一人が全てを担うことを意味する訳ではありません。
例えば、校長や教頭が参加する授業を行うことはもちろん、教員同士が互いに授業を交換して見合うなど、

チームとして取り組んで、子どもについて情報交換したり、評価の視点や方法等について、学年内、学校内で
共通認識をもったりすることが効果的です。
学級担任授業を行うことを原則としながら、学校、学年としての組織的に対応することが大切です。

本年度の各地区の道徳教育推進校を紹介します。

県内７つの小・中・高等学校を道徳教育推進校
平成２９年度 各地区道徳教育推進校 とし、地域に根ざした道徳教育の推進とその研究

〔県 北地区〕伊達市立大田小学校 を進めています。現在、この７つの推進校を、各

〔県 中地区〕福島県立小野高等学校 地区の道徳教育推進の「要」として、道徳地区別

〔県 南地区〕棚倉町立棚倉中学校 推進協議会をはじめとして、授業の研究公開や講

〔会 津地区〕喜多方市立駒形小学校 演会等を積極的に行っております。

〔南会津地区〕檜枝岐村立檜枝岐小学校 なお、推進校には、「道徳教育推進報告書」を作

〔相 双地区〕南相馬市立原町第三中学校 成していただき、各学校にお届けするとともに、

〔いわき地区〕いわき市立赤井中学校 義務教育課ホームページにも掲載し、皆様に発信
する予定です。

学校の教育活動全体を通じて行う「道

徳教育」については、学習指導要領の総

則に、授業としての「特別の教科 道

徳」については、総則とは、別の項目立

てとなっています。両方の目標や内容を

とらえることが大切ですね。

特に「道徳教育」「特別の教科 道

徳」ともに育むものは、「道徳性」に統

一され、現行学習指導要領にあった「道

徳的実践力」という記述はなくなり、育

むものは、道徳性（道徳的判断力、道徳

的心情、実践意欲と態度）に統一されま

した。

新学習指導要領において、学校の教育活

動全体を通じて行う「道徳教育」について

は「総則」の章に、授業については「特別

の教科 道徳」の章に、別の章立てとなっ

て記載されています。両方の目標や内容、

関係をとらえることが大切です。

特に「学校の教育活動全体を通じて行う

道徳教育」「特別の教科 道徳」いずれの

目標においても、育むものは「道徳性」に

統一され、現行学習指導要領にあった「道

徳的実践力」という記述がなくなり、育む

ものが異なるというねじれが解消されまし

た。授業のねらいも、どんな道徳性の諸様

相（道徳的判断力、心情、実践意欲と態

度）を育みたいのか、しっかりと精査する

ことが大切です。

朱字で記述された「○○学習を通して」

の部分が特に大切です。

具体的には、道徳科の特質として、道徳

的諸価値の理解を基にしながら、

○自己を見つめること

○物事を多面的・多角的に考えること

を押さえることがとりわけ大切です。

この特質に根ざして授業を構想・展開

し、一人一人の子どもの学習状況や道徳性

の成長の様子を見取って、評価することに

なるのです。


